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※収支差額 2億 8,503 万円は、国・県負担金の超過交付額返
還金や介護保険給付費準備基金の積立金として、翌年度予算
に繰り越されます

　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

　

介
護
保
険
制
度
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま

で
も
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
介
護
が
必

要
に
な
っ
て
も
、
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
れ

る
よ
う
に
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の

で
す
。
介
護
保
険
制
度
の
運
営
は
、
40
歳
以
上
の
人

に
納
め
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
と
国
・
県
・
市
の
負

担
金
な
ど
の
公
費
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計　

平
成
20
年
度
決
算

所得段階 対　　象　　者 保険料の割合 年間保険料

第１段階生活保護受給者または、市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 基準額× 0.5 25,014 円

第２段階市民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円以下の人 基準額× 0.5 25,014 円

第３段階市民税非課税世帯で、第 2段階に該当しない人基準額× 0.75 37,521 円

第４段階
世帯に市民税課税者がいて本人が市民税非課税
で、本人の前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が 80万円以下の人

基準額× 0.9 45,026 円

第５段階世帯に市民税課税者がいて本人が市民税非課税で、第 4段階に該当しない人 基準額 50,028 円

第６段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額× 1.15 57,533 円

第７段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上 200万円未満の人 基準額× 1.25 62,535 円

第８段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上 300万円未満の人 基準額× 1.5 75,042 円

第９段階本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 基準額× 1.75 87,549 円

　

介
護
保
険
料
は
、
７
月
に
本
算

定
（
確
定
賦
課
）
を
行
い
、
そ
の

算
定
結
果
に
基
づ
い
て
、
７
月
中

旬
に
第
１
号
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

に
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。

　

今
回
お
届
け
す
る
通
知
書
の
保

険
料
額
は
、
前
年
中
の
所
得
に
基

づ
い
た
本
年
度
の
住
民
税
の
課
税

状
況
を
基
に
左
表
の
保
険
料
段
階

で
算
定
し
た
も
の
で
す
。

　

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
発
送

歳入
74億2,953万円

歳出
71億4,450万円

国庫支出金
17億 5,347万円
　　　　（23.6％）

支払基金交付金
20億２, ７８６万円
　　　　（27.3％）

　
　

その他の収入
3億 551万円（4.1％）

保険料
12億 4,034万円
（16.7％）

繰入金
11億2,834万円
（15.2％）

県支出金
9億 7,401万円
（13.1％）

保険給付金
64億 1,523万円
（89.8％）

総務費
4億 4,254万円
（6.2％）

介護予防事業費
4,628万円（0.7％）

包括的支援事業・
任意事業費
8,763万円
（1.2％）

その他の支出
1億 3,013万円
　　　　（1.8％）

　

40
歳
か
ら
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
介

護
保
険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
料
と
一
括

し
て
納
め
ま
す
。65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保
険
者
）

は
受
給
中
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
す
る

か
、
市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
個
別
に
納
め
ま
す
。

（
詳
し
く
は
次
頁
の
「
保
険
料
の
納
め
方
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）

介護予防支援事業費
　　2,269万円
　　　　（0.3％）


